
１．国際廃炉研究開発拠点（放射性物質分析・研究施設） 

 ● 廃炉研究の中核施設､１Ｆ近傍 
   に設置 

 ● 高濃度放射性物質（燃料デブリ 
   等）の分析を行い、世界の研究 
   者を集めた研究を実施 

２．ロボット開発・実証拠点 
(1)ﾓｯｸｱｯﾌﾟ試験施設（屋内ﾛﾎﾞｯﾄ） 

 ● 廃炉作業等屋内を想定したロボ 
   ットの試験施設。楢葉町に建設 
   中(2015夏運用開始) 

 ● 企業や大学の研究・開発のため 
   の共用施設を整備 

(2)福島ﾛﾎﾞｯﾄﾃｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ(屋外ﾛﾎﾞｯﾄ) 

 ● 陸海空の災害対応ﾛﾎﾞｯﾄについ 
   て官民の研究・実証施設 

 ● 災害対応ﾛﾎﾞｯﾄの技術開発支援 

 ● 研究・実証を円滑に進めるため、 
   電波法や航空法等の規制緩和特 
   区とする。 

(3)ロボット国際競技大会 

３．国際産学連携拠点 
 ● 全国の原子力関係の研究室が集結。 
 ● 廃炉、汚染水対策、環境修復、農 
   林水産、医学等、現地ならではの 
   教育研究を推進。 
 ● 産学連携体制を整備し、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企 
   業の創出促進 
 ● 海外原子力技術者の研修も実施。 
 ● 原子力災害の教訓・知見を継承、 
   世界に発信するための情報発信拠 
   点（ｱｰｶｲﾌﾞ拠点） 

４．新たな産業集積 
(1)ｽﾏｰﾄ･ｴｺﾊﾟｰｸ 
 ● 被災地の膨大な廃棄物のﾘｻｲｸﾙや 
   希少金属を抽出する拠点を整備｡ 
   地元雇用を創出。 

(2)ｴﾈﾙｷﾞｰ関連産業の集積 
 ● 高効率石炭火力、 
   LNG基地、洋上風力等 
   に関連した産業の集積。 
 ● 産総研を核とした研究開発、避難 
   指示区域での再ｴﾈの大量導入 

(3)農林水産業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
 ● ｽﾏｰﾄ農業、ﾊﾞｲｵﾏｽ、 
   CLT、水産研究施設強化 

５．インフラ整備 
(1)交通インフラ 

 ● 常磐自動車道の全線復旧 

 ● JR常磐線の早期復旧 

 ● ふくしま復興再生道路等の整備 

(2)産業・生活インフラ 

 ● 産業用地や生産・物流施設、 
   事務所等を浜通りに計画的に整備 

 ● 双葉郡の中高一貫校(2015開校)          

ふくしま復興再生道路 

H32年度頃 

（完了目標） 

㉔補/JAEA出資金850億円の内数 

㉔補/JAEA出資金850億円の内数 
 （９月着工） 

㉗/福島医療・福祉機器等開発 
 事業化支援事業18億円の内数  
 (㉖〃23億円の内数) 

（一部予算措置） 

（検討会･11/6設置） 
県検討会議 
12/25設置 ㉗/地域経済産業活性化対策等 

 調査費1.8億円の内数 

㉗/廃止措置等研究開発の加速 
 ﾌﾟﾗﾝ38億円 
 ・廃炉国際共同研究ｾﾝﾀｰ整備 
 ・廃炉研究強化 
 ・人材育成 
㉖補/燃料ﾃﾞﾌﾞﾘ等の分析･試験 
 設備の高度化5億円 

㉖補/再ｴﾈ接続保留への緊急対応 
 744億円の内数 
㉗/再エネ発電設備等導入支援復 
 興対策事業37億円(㉖50億円) 
㉗/福島再エネ次世代技術研究開 
 発事業8億円(㉖8億円) 
㉗/福島再エネ研究開発拠点機能 
 強化事業11億円(㉖16億円) 

㉗/地域経済産業活性化対策等 
 調査費1.8億円の内数(再掲) 

㉗/地域経済産業活性化対策等 
 調査費1.8億円の内数(再掲) 

㉖補/地域におけるｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 
 基盤の構築18億円の内数 
 (ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ機器) 

㉗/双葉郡中高一貫校設置事業6億円 

㉗/福島再生加速化交付金 
 1,056億円の活用 

（検討会･11/12設置） 

（検討会･11/6設置） 

県検討会議 
12/5設置 
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福島復興再生特別措置法改正  緊急要望の反映状況 

３ ふるさとの事業再開のための「福島再開投資等準備金」税制       
    の確実な実現 

５ 住民等が安心して帰還できる生活環境の実現のための措置 

① 避難地域の将来像の中核をなす「町内復興拠点（帰還住民生活、地域
経済再生のための拠点）」の迅速な整備を可能とする、全面買収型の
新たな事業制度の創設。 

② 円滑な用地取得を可能とするため、譲渡所得の５千万円特別控除を創
設（所得税・法人税） 〔税制改正要望〕 

４  イノベーション・コースト構想の推進のための特別な措置  

緊 急 要 望 の 概 要  

２ 福島再生加速化交付金による帰還環境整備の実現  

１  避難地域の新たなまちづくりの加速化に向けた措置 

企画調整課 

福島再開投資等準備金〔税制改正要望〕  

既存の事業者が、避難解除区域等で事業再開するまでの間、実質無
税化が可能となることで再開投資等を促す「福島再開投資等準備金」
制度について、福島特措法等により確実に実現すること。 

  なお、県が認める際の手続き簡素化と、使い勝手のよい制度とすること。 

① 福島再生加速化交付金を福島特措法に位置づけ、既存３６事業に加え
て、避難地域等の帰還環境整備のためのインフラ整備事業（アクセス
道路等、下水道、公園等）を新たなメニューに追加 

② 町内復興拠点を緊急整備するため、用地取得造成や拠点内の道路・公
園、交流施設整備等を対象とする「町内復興拠点整備事業（仮称）」を
追加 

③ 基金積立・対象事業の追加等 

改 正 法 案 へ の 反 映 状 況  

★は平成２７年福島特措法改正事項 

★① 一団地の復興再生拠点整備制度の創設 
    都市計画による全面買収方式の新市街地の整備 

  ② 課税の特例（譲渡所得５千万円控除）の創設         
    【平成２７年度税制改正】  ※ 租税特別措置法にて措置 

★① 帰還環境整備交付金の創設 
   ・ 再生加速化枠を法定化 
   ・ 道路等の基幹インフラ事業の追加 
 

★② まちづくり（面整備）事業を追加 
   ・ 拠点整備事業、土地区画整理事業 
 

    ③ 一部事業で基金化される方向  

★「福島再開投資等準備金」制度の創設 
    【平成２７年度税制改正】 
   ・ 一定要件を満たす事業者が、事業再開に必要な資金  
     を積み立てた場合、課税の特例（所得税・法人税等に 
     おける積立金の損金算入）        

※特例の詳細は震災特例法にて措置 

★重点的に取り組む事項として、 
  「ロボット」に関する研究開発が追加 

★住民の円滑な帰還の促進を図るための特別措置とし
て、以下のとおり政府の責務を明記 
   ・ 国が、福島県等が行う相談体制の整備等を支援 
   ・ 国が、避難指示区域内の鳥獣被害を防止 

※ 交付金要綱にて対応 

【平成２６年１１月２７日知事から復興大臣に要望】 

 ロボット産業等を通じた新産業創出・集積を重点的に取り組むことが可
能となるよう、「イノベーション・コースト構想」推進に資する規定を設ける
こと。【認定重点推進計画】 

帰還できる環境整備のための国の責務規定を明記 
 

健康増進等のための支援の充実  
（長期避難者の孤立対策や震災関連死防止対策など） 

 

福島の特殊な状況に鑑みた鳥獣被害対策の迅速な実施（創設）  など 


